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豊前市の財政事情
令和７年３月３１日現在の予算執行状況、市債の現在高、市有財産の状況などを公表します。

令和６年度
下　半　期

一人当たりの市税負担額
一人当たりに使われるお金
一人当たりの市債残高

  146,469円
677,793円
288,885円

市債（借金）の残高

予算の執行状況

一般会計予算における市民の負担状況

（単位：万円）

（単位：万円、％）

会　　計　　名

一 般 会 計
バ ス 事 業
水 道 事 業
公 共 下 水 道 事 業
東部地区工業用水道事業

75億5,825
2,308

9億0,454
21億9,300

3,252

1億2,140
0

8,060
5,220

0

9億9,226
528
6,077

2億4,604
518

66億8,739
1,780

9億2,437
19億9,916

2,734

令和5年度末
現在高

下半期末
現在高借入額 元金償還額

会　　計　　名

156億9,023
31億9,806
5億7,039

68
1,054
4,561

7億4,251
8億0,621
3,058

特
別
会
計

公
営
企
業

予算現額 収入済額
収入

144億0,987
25億9,451
5億3,121

299
980
2,022

6億9,096
6億2,118
2,665

収入率
91.8
81.1
93.1
439.7
93.0
44.3
93.1
77.0
87.1

156億9,023
31億9,806
5億7,039

68
1,054
4,561

8億1,352
10億3,756

5,991

予算現額 支出済額
支出

136億4,902
27億1,899
5億3,813

15
278
3,801

7億6,895
8億2,338
5,282

支出率
87.0
85.0
94.3
22.1
26.4
83.3
94.5
79.4
88.2

国 民 健 康 保 険 事 業
後期高齢者医療事業
住宅新築資金等貸付事業
市 営 駐 車 場 事 業
バ ス 事 業
水 道 事 業
公 共 下 水 道 事 業
東部地区工業用水道事業

一　　般　　会　　計

３月末人口
23,149人

（　　)は前年同期

市が持っている
財産

基　金
41億5,671万円
(37億7,733万円)

有価証券・出資金
27億4,797万円
(27億4,397万円)

土　地
8,168,905㎡
(8,154,755㎡)

建　物
147,272㎡
(146,709㎡)

車　両
四輪車29台(29台)
消防車18台(18台)
軽四輪45台(45台)

　自治体の財政状況を表す指標の一つに「実質公債費比率」というものがあります。
　これは、１年間で支払った借入金返済のためのお金が、１年間の収入総額に占める割合の
ことです。数字が小さいほど借入金返済の負担が少なく、財政に弾力性があることを示して
います。

むずかしい財政用語について分かりやすく説明します

実質公債費比率（じっしつこうさいひひりつ）

項　　目 令和3年度 令和4年度 令和5年度

９．１％ ９．2％ ８．６％ 豊前市の実質公債費比率
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戸籍に記載される予定の振り仮名通知が届きます
戸籍法の改正に伴い、令和７年５月２６日より戸籍の
氏名に振り仮名が記載されるようになりました。
本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名
の振り仮名通知が届きますので、必ずご確認ください。
豊前市に本籍のある方への通知書の送付時期は、7月
～8月頃を予定しております。

▶戸籍の振り仮名制度について、
詳しくは法務省HPをご確認ください。

●振り仮名制度の一般的なお問合せ
コールセンター☎0570-05-0310
8時30分～17時15分（土・日・祝・年末年始を除く）

●振り仮名の通知等に関するお問合せ
戸籍振り仮名通知担当☎82-8087
9時～16時（土・日・祝・年末年始を除く）

※電話がつながりにくい場合がありますので、ご了承ください。

▶通知に記載のある振り仮名が正しいとき 届出は原則不要です
令和８年５月２６日以降に、通知に記載された振り仮名が記載されます。
早期に戸籍への記載を希望する人は、振り仮名の届出をすることで随時戸籍に記載されます。

▶通知に記載のある振り仮名が誤っているとき 届出が必要です
届出の際、氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通
用していることを証する書面」として、その読み方が使われていることを示す資料（パスポート、預金通帳、資
格確認書等）を併せてお持ちください。

届出期間：令和８年５月２５日まで

▶届出の種類・届出できる人
振り仮名の届出は次の２種類です。それぞれ届出をすることができる人が異なります。

「氏の振り仮名の届」
・戸籍の筆頭者（原則）
・配偶者（筆頭者が除籍されている場合）
・子（配偶者も除籍されている場合）

「名の振り仮名の届」
・本人（１５歳未満は親権者）

ご確認ください！

氏名の振り仮名には、「氏名として用いられる文字
の読み方として一般に認められているものでなけれ
ばならない」とのルールが設けられました。以下のよ
うな振り仮名は認められない場合があります。

①漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全
く認めることができない読み方
（例：太郎→ジョージ）

②漢字に対応するものに加え、これと明らかに異な
る別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は
全く認めることができない読み方を含む読み方
（例：健→ケンイチロウ、ケンサマ）

③漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方で
あったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別
人と誤解されたり読み違い（書き違い）と誤解され
たりする読み方
（例：高→ヒクシ 太郎→ジロウ）

記載できない振り仮名はあるの？

他の行政手続き等（パスポート、年金等）においてすでに使用
している氏名の振り仮名を確認してください。
戸籍上の氏名の振り仮名と違いがあると、他で使用している
振り仮名の変更手続きが必要になるなど、不都合が生じる可
能性があります。

制度開始にあたりお気を付けください


